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筑波大学法案国会で成立

大検委 f総長選挙制度の改

正についてJ 助手まで選

挙権の拡大およびリコール

制度を答申。

理協議会 『大検委答申J

についての否定意見を決め

る。

総長選挙規定に関する理学

部構成員集会

総長選挙規定改正（一次投

票への助手参加）決まる。

総長選挙 岡本総長決る。

春斗 1日スト

理協議会第 3次定削削減反

対の決議

評議員選挙権拡大について

助手，職員の要求署名。

協議会．評議員選挙手続の

大綱（講師，助手．職員の

参考投票方式）を決める。

評議員選挙実施 参考投

票の結果は反映されたか？

「大学院制度改革に関する

中間報告案J発表

（院制度委）

No.3 1975.1.11 

大学院制度改革と

「中間案Jについて

まえがき
昨年 11月 l5日，大学院制度検討委員会（平場

委員会）は，大学院の改善，充実をはかるための改

革の「中間案Jをまとめ．広く全掌の意見を聴すべ

くこれを公表した。

理学部支部教官部会では．この案の内容にとどま

らず．その背景や波汲効果等について，数次に亘り

検討を行なった。この小論はその討論を基礎に世話

人会がまとめたものであるが，勿論，討論の全容を

尽すものではないことを予めおことわりしておく．

戦後の大学改変の流れ

本評論第 2号（ 1 9 7 3. 6. l 5）で筑波法案につい

て論じられた小論の中で，小中高から大学にいたる

までの戦後教育の変遷について，かなり詳しく言及

されているa その中で大学制度σ攻変の試みが．主

に管理制度という面からとり上げられて来たことが

指摘されている。 （数次にわたる大管法の国会

提出）そしてそσ誕長上にあったのが筑波法である

と位置づけられている。

大学の変遷にとってもう一つ重要な転機となった

のは． fi 0年代の倍増計画にもとづく大学の拡充で

ある。当時，池田内閣によって進められた高度成長

政策を人的な面から裏打ちすべく，大量の技術者養

成が産業界から強く要請されていた。 10年間に

l 5～6万人の高等教育を履習した技術者を養成す

ることが至上命令であった。（独倉別企をもっ技術者

というよりは，外口の新らしい技術を使いこなせる

技術者）

当時この目的に大学を動員するために，倍増計画

i堪礎科学の振興や．科学技術へ柵究投資が国民

総生産に占める割合を英国並みに増加させること，

海外との学術交流の振興等々のよそおいで飾られて

いたが（科学技術会議の答申），結期句に実現した
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のは．理工系の，しかも産業界からの要請の強い分

野での学生の増募を中心とした拡充・であった。大学

のこのような倍増は．部分的には国民の高等教育の

要請に応えるという側面をもっとは云え．文学自体

としては．本来各分野のパランスや．大都市と地方

の大学のパランスのとれた発展が望まれていたので

｛当時．学術会議の科学研究基本法）．この点から

みれば先の急増許函は．大学に大きな歪みと格差を

もたらす結果を招いた。

こうして巨大化した大学は．その後政府の財政誘

導政策により．次第にその主体性が浸蝕され．政府

が多年に亘り試みて果さなかった大学管理制度の法

制化への道を聞くことになる．……即ち先の筑波法

案がそれである。筑波法案については既に幾度も論

じられたので深く立入らないが．その特徴は．国民

の教育要求の量的．質的拡大と入試地獄の現実をテ

コに．他方．大学の閉鎖性と暴力的事態に対する管

理能力の欠如を逆手にとって，高等教育に種別化，

複線化を導入し大学における総合教育を職業教育へ

と短絡させ．能率的運営を標務して，学問靭Eの自

由を支える基盤をくつがえそうとするものであった．

当時一部では，筑波法案は筑波大学に限定された

もので．わが大学に直接の影響なしとする論や，制

度的に多僚化され，選択の巾が構えたのだから大学

にとってはかえって自主性が発揮できる等の論も聞

かれたが．その後の経過は．この選択の巾は政策決

定者の側にとってその効用を発揮するものであるこ

とを如壊に示している。筑波以後，新設あるいは拡

充される大学の多くが，単科大学であり，文，筑波

類似型の管理運営機構をもつものが優先していると

聞く．

ところで， 何年代の倍増計画により学都卒の技

術者の急婚は一応果せたものの．その後の科学技術

の急速な進歩に伴ない．より高度な技術者の養成と

社会人の再教育という要求が産業界を中心に高まっ

ていることを見逃すことは出来ない．この要求に応

える方向で打出されているのが大学院の多織化を軸

とした．整備拡充の方向であろう．その中でも重点

は．修士課程を中心とした高級技術者の型軽成，およ

び，社会人の再教脊であろう．（工科系でではこの

事態は実質的に進行している。）

このようにみるとき，今回の大学院の改革は， fiO 

年代の倍滑計画と類似した背景をもっとともに．司自j

廟句には，筑波類似型の多様化．能率化を目指して

いるということができょう。

昭和 28年に新制大学院が発足して以来．その充

実が，大朝羽係者から強く要求されてきたにもか、

わらず．政府はこれを長く放置し続けてきた。そし

て先の傍増計両に伴う矛盾がこれに重なり．さらに，

第一次から第三次へと続く定員削減と，最近の経常

経費の実質的減少が加わって，大学は今や極めてl制

緩な事態に歯車している．このような窮状を，何と

かして打開したいという要求が，われわれの聞にう

ずまいている．このような状況に対して， 「人的．

物的条件の改善を前提とする大学院の改革』とは．

何と魅力的にひびくことか．

しかし．われわれは．先の倍増計画の経験や．筑

波型の多様化路線による自治機構の解体から教訓lを

求め，現状を打開し，大学院のみならず．学部や教

養部，研究所をも含む総合的な改革を推進するため

に討論を起し，構想を出し合い，全学の総意を結集

する必要を痛感するものである。

中間案の性格

昨年同に樹子された大学院設置基準は．大学再

編の動きの一貫として，大巾に「自由化jされてい

るが，これをふまえている「中間案Jには各所に多

様性，選択巾の拡大がもりこまれている。われわれ

は．先の筑波法案の経験から， 「多様化Jや選択巾

の拡大が，実際概算要求を通じて実現を図るとき．

誰にどのように効用をもたらすか十分注意しておく

必要があろう．

ところで前節でのべた背景をみるとき．中間実は

どのような現状認織に立ち．どのような未来像を織

いているのであろうか．……この点が極めて解りに

くい。敢えていえば．大学院の制度改革における技

術論に白からを限定しているやに装っている．大学
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院の制度改革は大学院にとどまることなく．学部や

教養部にも大きな影響をもたらし，大学の将来を友

右する重要な内容をはらむものであるから．大学の

将来や，大学院の姿についての Vision が試案と

してでも提示され．それとの関係において中附擦の

改革が論ぜられていたならば……というのが偽らざ

る感想である。この意味では中間実は，投理念、的と

云われでも仕方がない面がある。

ところが奇妙なことに，中間案は第 2項（研究科

と学部の組織分厳）の説明において， r ・・・・・・研究科

会議は管理運営情聞として，研究科の学部からの組

織均分離』が結晶必要条件であるとされ．これに伴

う軒＊機構の独立をも求めている。そしてこれに続

いて， 「このことは．理念としては，あくまでも貫

かれるべきであるが．人員が著るしく不足している

ここでは，教員が専門の研究を推し進め．これによ

って得られる学門に対する深い洞察と，高い識見に

もとづき．学部学生への教授を行なうとともに，将

来研究者として自立すべき大学院生の研究指導にあ

たる．学郎学生は． 「一般教養教育jの履習に加え

て， f専門教育Jを受け， 「専門研究Jを経験する

ことにより，卒業後，社会のそれぞれの分野におい

て臼立して活動できる中堅指導者・にふさわしい素養

を身につける。大学院生は，研究者としての自立，

あるいは高度の専門職に必要な能力の養成を目指し

て指導を受け研讃を重ねる．そしてこれらを支える

事謝幾構と臓員が存在する。

この総合的組織体が，人事．財政機をもって自律

的に運営されること，即ちこの組織体の「自治」が，

教育・研究の自由を保障するのである．

現状ではー徐に強制することは……云々Jとあり この意味での f学部Jを Facultyと呼ぶことに

f現状では．一部に学部の機関キ機構が．研究科の する．この FacuI tyは graduate course （大

それを兼ねることがあってもやむを得ないが， H ・H ・ 学院課程）および undergraduatecourse （学

全力をあげて研究科の組織分離さと目指すべきであるJ

と述べ，組織分隊に般大の強調点が偉かれている。

先に没理，制句と云ったが…・・・ここであくまでも貫

徹されるべき「理念Jと明確に記されている理念と

は一体何か。研究科と学部の組織分権である． 「人

的．物的条件の改善を前提条件としてJ……方法論

としての組織分隊という装いをとりながら「理念J

としての組織分離が……最大の努力目僚に蹄えられ

部鴎程）を包含し，研究・教育活動を自律的に進め

る自治組織体である。 graduatecourseと und-

ergraduate courseはもともと教育課程におけ

る段階であるからその意味において区分されている。

したがって．中間案は graduatecourseを担う

部分が l•'acu I けから分離独立して，ひとり歩きせ

よと提案していることになる．その理由は， Pac-

ている。中間集の性格はこの点に集中的に表われて u It yが graduate course を担う部分（研究

いるとみることができる。 科）を附属物視する傾向を生じ，その発展を阻害し

たからであると説く。

大学院研究科と学部の組織分離， もともと graduate c山 seも under ad-

「学部」のニ意性について。 uatc courseも Facultyに内包されているの

中間案には．大学院研究科（以下．研究科と記す）

と対比さる意味での「学部Jという言葉がよく使わ

れているとともに議論の中で「学部Jと』寸言葉

が．話局としての「学部Jの意味も含めてしばしば

使われていることに注，Eする必要がある．

部局としての「学郎jとは．研究・教育を有機的，

総合的に遂行する総織体としての「学部Jである。

であって．新制宍学院の発足をもとに，近年 gra-

duate cours eの比重が以前より高まったとして

も． Pac u I t yが大学院の発展を妨げたとするのは

当らない．むしろ，われわれの強い要求にもか、わ

らず Pacu I t yの充実が．政府によって久しくサボ

られて来たためである。この結果 graduate co-

urseにも undergraduate courseにもまた事
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務機構や軍機員層にもそれぞれの形でしわょせが生じ 会議や研究科会議への助手．講鳳助教授層の参加

ているのである。 である．今日 Faculty運営における仮要な機関で

ある協議会への助教授の参加がある以上a 研究科会

中間案は上記のような「学部jの二意性を操って． 議への助教授等関係教官の参加をさまたげる理由は

自治の担い手としての FacuI tyから研究科の組織 見当らない。

分障を目指し．管理運営機関として研究科会議を独

立させようとする。これは・・・・・・自治組織の複線化． 教官部会世話人会

分断へ道を開くものに他ならない．問機のことは．

評議会と大学院審謝幾関．部局長会議と科長会議の

複線化についても云えることである．

具体的な問題に則して云えば．理学部では嘗って

存在した原子核理学専攻のような大学院講座の設置

の可樹笠と．その人事権，財政権の関係が明らかに

されるべきであろう．

他方また．現状においても既に巨大化している大

学．あるいは理学部にとって，大学院を中心とする．

人的．制9条件の改善がもし仮りに実現したとして

も． （組織分離したからといってこれの保証がある

だろうか）それに伴う膨脹をどう調和させるかも，

問題となろう．

また大学紛争を契般に実施された理学総の und-

ergraduate courseの教育ぽ改革についても．既

に 5年を経過した今日．その功罪を検討し．改善充

実を図ることも Facultyの改善にとって重要なこ

とであろう．

現行研究科会議の改善について。

中間案では．研究科会議を管理運営機関として自

立させることを強調しているが．このことは別とし

ても，新制大学院の発足以来！＂ acuityの中におけ

る graduate courseの比重は高まってきており，

これに関与している教員は指導教授のみならず，助

手層も含めて関係教官が，実質的に極めて重要な役

割を果していることは．誰しも否定できない．－

したがって，この実態に則した運営がなされるべき

である。具体的には．理学研究科にあっては，専攻
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協議会ヘ出席しょう。

以前からも云われていたことだが，最近学部協議

会が．人事等の重要議題に対する定足数に満たなく

て．議事が進まないことがしばしばある。協議会に

限らず，教慢だけで構成されている研究科会議でも

定足数に満たないことがしばしばあるようである．

協議会の場合には．助教授層の出席が悪いから成立

しないのだという風に良く云われている．この事態

は軽視できないものと思う。 『理学郊では．協議会

が学部の運営の責任を担っているのだJということ

が，他階層に向って強調されてきているが，その当

否は別として，協議会情成員である助教授諸氏の出

席が悪いのは学部運営のあり方にとって重大な影響

をもたらしつつあるのではなかろうか．助教授諸氏

には，いろいろ云い分があるかもしれない．いわく，

人事等の重要な議事は教授会で最終決定されるなど，

依然として教授会体制が吸っていること．大学院に

おける学位等の決定は研究科会議で教授だけで行な

われるなど，最終決定の郎分が形式的なものだとは

云われるが．このような教授会決定方式がとられて

いることや．協議会の人数が多くて．実質審議が行

なわれないなど，いろいろの要素があげられよう．

だからといって．助教侵諸氏の出席が悪くなれば．

協議会はますます形骸化し．教授会が実質化される

方向をたどるであろう．協議会．教授会は当面講師

も含めて一本化すべきものと考える杭そのために

は協議会が今よりもっと実質化されなければならな

b、．
昨今，大学の財政危機や．定員削謝習題あるいは

大学院制度の改革など大学の今後に大きな影響をも

たらすような課題が次々に議題にのぼって来る。こ

れらは勿論協議会メンバーだけでなく広く他階層の

意見も汲み上げて学部の方針を決めなければならな

い課題ではあるが．転換期にさしか、っている大学

の運営と．今後の方向を定める上に．助教授諸氏の

責任は大きい。

（助教授 T. K) 

協議会偶感

言うまでもなく．協議会は理学部の意志決定機関

である釈であるが，最近の協議会がある意味でかな

り形式的行事になりつつあるかの感じを受ける時が

無いでもない．そのよって来たる理由は簡単に解析

できるものではあるまいが，いずれにしても非常に

残念に思うものである．協議会成立の定数不足のた

めに重要議案が審議できずに流れてしまうような事

態は．そのもっとも典型的なものの一つであって，

協議会メンパー自身の協議会軽視の証左ととられて

も致し方あるまい。どのような証拠に基ずくかは知

らないが．助教授層の出席率が曜いと指摘されたこ

ともあり，心苦しく思ったりもさせられた（筆者は

助教授です）．

協議会メンバーの多忙について．今更講釈しても

始まらない。その多忙をおして出席しでも，議論が

もう一つ尽くせないのは，したがって協議会がある

意味で形式化しつつあるかに見えるのは．多傑化し

た理学部あるいは京都大学が必然的に招来した情報

の描盈限害にも一因があるのかも知れない．情報，

知識の不足のために．提出された議題の問題点．そ

の位邑パックグラウンド．汲及性などが良〈理解

できない時がある。

何とかよい方法はないものかと思っているのは小

金一人ではあるまい．その意味で，この II評鎗’rtこ

も情報流通の一助としての役割りを期待したいもの

である． ( A-S) 
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任期制を考える

1 .はじめに

I 9 7 4年 3月， 国大協第 G常置委員会は． 「国

立党学教官等の待遇改善に関する報告書（案） J 

（以下では第 G常置委案と略記）について．まだ国

大協の成案に至らない段階で各大学に急いで意見を

求めてきたa 昨年 I』月 25, 26日の日教組中央

行動の一環として行われた国大協との交渉の中で明

らかにされたところでは．この案は待遇改善に止ま

らない多くの問題を含むので国大協で尚検討中であ

るが．委員長の都留重人氏は各大学から提出された

意見を並記する形で第 G常置委案を文部省の「調査

会jに持込んでおり． l I月下旬から審議目散台との

ことである。

第 6常置委案は，待遇改善の前提に国立大学教員

の地位の重大な変更を含み．その中心に任期制をお

いている．任期制の提言は必ずしも目新しいもので

はないが．第日常置委案に示されている任期制には．

教育・研究者の基本的権利を損う危険性を感じる．

また．自然科学分野のいくつかの共同利用研究所

（例えば．基礎物理学研究所，原子核研究所等）に

おいて，人事交流を活発にするため研究者が自らに

課してきた任期制との異和感も強い．任期制と一日

に言っても．基判枕視点や実質に違いが相当ある

とJ思われるので．今一度任期制を考えてみたいれ

2.任期制で前提となるべきこと

上記の共同利用研究所で 20年近くにわたって続

けられてきた任期制は，すぐれた研究成果をあげて

いた素粒子論の若い研究者達が．新しい朝野分野に

なかなか門戸を拡げようとしなかった当時の大学の

閉鎖的人事に対して，全国研究者の自主的運営のグ

ループ組織をつくると共に．人事の公募制と任期制

を打出したことにはじまる。研究室の同定化を排し

常に創造的活力を保つための人事変流を目指したこ

の任期制の背景には，科学者の基本的徳利jを互に認

め合い，それを研究者グループの民主的運営で保障

するという共通の基本的理解があった。研究者がこ

のような運動の過程でつくった任期制においては．

研究者の自治に基づいた科学者の基本的権利の尊重

は，いわば大前提であった．任期制といえば．まず

大学教員の不利益処分に対する身分保障の穣処を与

えている教育公務員特例法（教特法と略記）との関

係がよく問題にされるが，上述の大前提のもとでは，

教特法は自明の法的基盤であり．任期制は研究体制

の一歩前進の為の紳士協定と位置づけられてきた．

任期制の本質を区別する最も重要な尺度は．その

任期制の前提iこ．判~・思想の自由を保障するため

に大学教員の身分保障を定めた教特訟の現合、がある

かどうかであろう。

3 .第 6常置委案と教特法

第 G常僚委案では，任期制の採用を待遇改静の主

張の往としているにも拘らず，論理的に直接か h わ

る筈の教特法への言及は全然見当らない．（若干の

法律改正を必要とするとの記載があるが，内容は何

ら述べられていない。）この本質的な点が回避され

ているところがまず問題である．

しかし，推捌が入るが吠のように考えると．文章

表現上で H工夫IIされているように思われる。教特

法の第 5条（第信条）では． 『学長．教員及び部局

長は．大学管理機関の審査の結果によるのでなけれ

iま，その意に反して転任（免職）されることはない.J

となっている．第 G常置委案では．講師以上を f教

授Jとして扱い，任期 8年再任可とし．締局侮の設

衝委員会の報告にもとづいて当波大学管理機関（実

質的には，この「教授Jよりなる部品教授会であろ

う）が任用候補者を決定するとなっているので，こ

〉では文言上教特法と矛盾しない．しかし助手tr.

場合は再任不可の任期制であるから．明らかに教特

法と矛盾するが．研究助手を「研究員J( Mr終了

後 6年． 。れ終了後 3年の任期）と名称を変えてい
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t るので，この「研究員jは教特法の教員に位置づけ が諮問し．その答申が4圭礎となる）の態度は，消極

ているのかどうか暖味である。いづれにせよ・この 的である以上に否定的である。2）このような状況に

f研究員Jは現在の助手に比して箸るしく身分の不 あるから．包期制が積極的な想家をもちうる条件の

安定なものであることに間違いはない。他方．現行 検討なしに，個々の任期制の是非を論ずるわけには

の講師以上に対応する「教授」に適用される再任可 いかない。

の任期制は，第百常置委案で『……民主的かっ適切

な詮衝制度目H ・H ・・Jと表現されている民説句かっ適

切の内容そのものに依存することになる。

4.任期制のもつ注意すべき側面

現在実行されている位謝制の中には．助手のみに

任期制（再任不可）を課するという場合がある。こ

れは．第 a常置委案の「研究員Jの任期制と性格上

同じである。 2.で述べた共同利用研究所で実行され

てきた任期制では，教授まで再任不可として行われ

てきた。（高年令になるに従って住居の移転に伴う

負担がより重くなるという生活条件の問題は深刻で

あるが.g1Jの次元で解決されるべきことである。）

現在の糠階的システムのもとで，下にのみ厳しい任

期制は，教育と研究を進める協同体としての重要な

精神的基盤を繕う上で問題があり．民主的運営が不

徹底な場合には，支配の道具に転化しかねない。

科学者の基本的権利の尊重という大前提がひとた

び崩れるときには，任期制の車餅寺が自己目的となっ

て本来の目的からはずれ．任期制は科学者の基本的

権利のみか生活緩まで脅かす脚す物に転化していく。

任期制が，教育・研究活動の向上のための人事交流

の促進という本来の目的を達成するためには，何よ

りもまず科学者の地位の確立がその前提になければ

ならない。

この意味で． I 9 7 4年秋ユネスコの総会におい

て決定された f科学研究者の地位（ Status of 

Scientific Researchers）に関する勧告J1) 

は．重要な意義をもつものである。しかし．この勧

告案の作成過程において日本政府（文部省の機関と

して設置されているユネスコ圏内委員会に外務大臣
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1) 『日本の科学者J 77 ( 1974), p.21-29. 

2）岡倉古志郎， 「日本の科学者」 80 ( 1974), 

p. 22内’23.

（玉垣良三）
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編 集 後 記

評論の第 2号の発行が大変遅くなりました。→宇

年末からの印刷費高雄のため財政難に陥り．発行が

途絶えました。今回の発行にあたっても支部の教官

部会の活動費だけで本誌の発行を維持することは困

媛であります。

本誌の発行を維持し．学部内において有用性を高め

るため．各位からのカンパをおねがいする次第です。

尚本誌への寄稿，意見など世話人へ自由にお申し

出下さい．

編集責任

京都大学職員組合理学部支部

教 官 部 会 世 話 人 会

代表 中 山 勇
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